
●平成２８年度　就学援助実施状況

課税所得等
の分類

基準額の時
期

31 31 15 19 20 14 16 15 24 5 6 11 11 9 8 13 3 4 2 4 0 10 0 0 10 5 31

和歌山県 和歌山市 学校教育部学校教育課 073-435-1139
http://www3.wakayama-
wky.ed.jp/w-gakkyo/ ○ ○ 1 課税所得 3年前の年度 254 20%未満

和歌山県 海南市 教育委員会総務課庶務係 073-492-3347 http://www.city.kainan.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
保護者が公共安定所へ休職中の失業者である場合

15%未満

和歌山県 橋本市
橋本市教育委員会　学校教育課　学務
係 0736-33-6115 http://www.chw.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 その他 その他 234

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要
額算定に用いる保護基準額
【基準額の時期】平成24年12月末日

15%未満

和歌山県 有田市 教育総務課　総務係 0737-83-1111
http://www.city.arida.lg.jp/kyouiku/u
ntitled.html ○ ○ ○ ○ ○ ○

保護者が病気等で就労不可である・両親がおらず,祖父母が養
育している等

15%未満

和歌山県 御坊市 御坊市教育委員会　教育総務課 0738-23-5525

http://www.city.gobo.wakayama.jp/li
feevent/nyugaku/sien/13830267477
17.html ○ ○ ○ 20%未満

和歌山県 田辺市 田辺市教育委員会学校教育課 0739-26-9942
http://www.city.tanabe.lg.jp/gakkou
/index.html ○ 1 課税所得 その他 216

平成24年12月末日現在のもの
20%未満

和歌山県 新宮市 新宮市教育委員会　学校教育課 0735-23-3364 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 20%未満

和歌山県 紀の川市 学校教育課 0736-77-0846 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
教育長が特に必要と認める者

15%未満

和歌山県 岩出市 教育部　教育総務課 0736-62-2141 http://www.city.iwade.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15%未満

和歌山県 紀美野町 紀美野町教育委員会　教育課 073-489-5910
http://www.town.kimino.wakayama.j
p/ ○ ○ 10%未満

和歌山県 かつらぎ町 教育委員会総務課 0736-22-0303
http://www.town.katsuragi.wakayam
a.jp/ ○ ○ ○ ○ 1.1 その他 その他 240

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要
額算定に用いる保護基準額
【基準額の時期】平成24年12月末日

20%未満

和歌山県 九度山町 九度山町教育委員会学校教育課 0736-54-2019
https://www.town.kudoyama.wakaya
ma.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

国民年金法(昭和３４年法律第１４１号)第８９条及び第９０条ぶに
基づく国民年金の掛金の減免,世帯更正貸付補助金による貸付,
保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者

20%未満

和歌山県 高野町 教育委員会 0736-56-3050 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満

和歌山県 湯浅町 教育委員会事務局 0737-63-1111 http://yuasa.ed.jp/ ○ 1.1 その他 その他 260

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要
額算定に用いる保護基準額
【基準額の時期】平成24年12月末日

20%未満

和歌山県 広川町 教育委員会 0737-23-7795 ○ 1.1 その他 その他 231

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要
額算定に用いる保護基準額
【基準額の時期】平成24年12月末日

15%未満

和歌山県 有田川町 有田川町教育委員会こども教育課 0737-52-2111 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満

和歌山県 美浜町 教育課　学校教育班 0738-23-4955 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15%未満

和歌山県 日高町 教育課 0738-63-2038
http://www.town.hidaka.wakayama.j
p/ ○ 10%未満

和歌山県 由良町 由良町教育委員会 0738-65-1800 ○ ○

ひとり親で,市町村民税非課税

15%未満

和歌山県 印南町 印南町教育委員会 0738-42-1700

http://www.town.wakayama-
inami.lg.jp/contents_detail.php?co=ka
k&frmId=103 ○

所得,家庭状況,生活状況等を総合的に考慮し,教育委員会が経
済的に困難であると認められる者

5%未満

和歌山県 みなべ町 みなべ町教育委員会　教育学習課 0739-74-2191 http://www.town.minabe.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3
給与収入
（税引き前） 前年度 278 10%未満

和歌山県 日高川町 教育委員会 0738-22-8816 ○ ○ ○ ○
その他教育委員会が特に必要と認めた者

15%未満

和歌山県 白浜町 教育委員会　総務学事係 0739-43-5830 ○ 1
給与収入
（税引き前） 3年前の年度 244 10%未満

和歌山県 上富田町 上富田町教育委員会 0739-47-5930 ○ ○

世帯構成員のうち,所得があるもの全員の合計所得額+各種手当
金・養育費・親族からの援助費等を加算

10%未満

和歌山県 すさみ町 すさみ町教育委員会 0739-55-2146 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2
給与収入
（税引き前） 前年度 291 15%未満

和歌山県 那智勝浦町 那智勝浦町教育委員会　学校教育課 0735-52-4686 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 20%未満

和歌山県 太地町 教育委員会 0735-59-2335 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
学校長,教育委員会,関係機関で協議の上,認定されたもの

10%未満

和歌山県 古座川町 古座川町教育委員会　教育課 0735-72-3344
http://www.town.kozagawa.wakayam
a.jp/kurashi/sub005.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15%未満

和歌山県 北山村 教育委員会 0735-49-233 ○ 0%未満

和歌山県 串本町 教育委員会　教育課 0735-72-0017 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 293.8

学校長および民生(児童)委員が特に援助を必要と認める状態に
ある者 20%未満

和歌山県

御坊市日高
川町中学校
組合 御坊日高川町中学校組合教育委員会 0738-23-5525 ○ ○ ○ 20%未満

その他（補足事項等）

Ⅰ　平成２８年度　準要保護認定基準

その他生活保
護法に
基づく保
護の停
止また
は廃止

市区町
村民税
の非課
税

市区町
村民税
の減免

国民年
金保険
料の免
除

国民健
康保険
法の保
険料の
減免ま
たは徴
収の猶
予

該当団体数

平
成
2
7
年
度
要
保
護
・
準
要
保
護
就
学
援
助
率

テに○をした場合，その他の基準の内容

生活福
祉資金
による
貸付け

生活保
護の基
準額に
一定の
係数を
掛けた
もの（生
活保護
の基準
額が変
わると
自動的
に要件
が変わ
るもの）

生活保
護の基
準額に
一定の
係数を
掛けた
もの（生
活保護
の基準
額を参
照して
額を定
めてい
るもの）

特別支
援教育
就学奨
励費の
需要額
測定に
用いる
保護基
準額に
一定の
係数を
掛けた
もの

市区町
村民税
（所得割
又は均
等割）課
税最低
限度額
に一定
の係数
を掛け
たもの

都道府県 市町村名

学校納付
金の納付
状態の悪
い者，昼
食，被服等
が悪い者
または学
用品，通学
用品等に
不自由して
いる者等で
保護者の
生活状態
がきわめ
て悪いと認
められるも
の

経済的
な理由
による
欠席日
数が多
い者

保護者
の職業
が不安
定で，
生活状
態が悪
いと認
められ
る者

部署名 電話番号 ウェブサイト

ア イ ウ

児童扶
養手当
の支給

保護者
が職業
安定所
登録日
雇労働
者

PTA会
費，学
級費等
の学校
納付金
の減免
が行な
われて
いる者

個人の
事業税
の減免

固定資
産税の
減免

目安額
（年額）

基準根拠

ソ，タ又はチに○をした場合，係数（倍率），基
準根拠及び目安額

係数
（倍率）

エ オ カ キ ク

係数
（倍率）

目安額
（年額）

ケ コ サ シ ス テセ ソ タ チ ツ
ツに○をした場
合、市町村民税
課税最低限度額
に掛ける係数（倍
率）及び目安額
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○ ○ ○ ○
前年度の11
月 6月初旬

前年度からの継続児童
生徒分は4月初旬

有 随時 ○ 6,860 ○ 19,900

○ ○ ○ ○ その他 平成17年度以降基準変更なし 4月 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ その他

特別支援教育就学奨励費の需要額
測定に用いる保護基準額が提示さ
れたら 6月初旬 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○

就学前の子供に配る冊子（子育てノート）に制度の案
内を掲載

前年度の2月 4月 有 随時　申請のあった翌月１日より ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ その他 就学援助要綱改正の際 2月 有

新入学児童・生徒の認定審査は５月
に行い,否認定者については,再度６
月に認定審査を行う。それ以外は,
随時認定審査を行っている。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ 前年度の3月 4月 有 2月20日まで随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ 前年度の3月 4月 有 随時 ○ 14,780 ○ 19,900

○ ○ ○ ○ 前年度の3月 6月中旬 有 申請があればその都度 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○
前年度の11
月 5月下旬 有 申請月の翌月 ○ 10,800 ○ 19,900

○ ○ ○ ○ 前年度の3月 5月初旬 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○

児童扶養手当申請時に窓口で対象者に就学援助制
度の書類を配布

前年度の9月 6月中旬 有 申請があれば,その都度認定する。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○
前年度の12
月 6月下旬 有

年度途中で新たに援助が必要に
なった者及び転入児童生徒 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ 前年度の3月 6月下旬 無 ○ 7,500 ○ 15,000

○ ○ ○ ○
前年度の12
月 8月 有 申請のあった翌月から認定 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○
前年度の12
月 6月下旬 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○
「学校たより」「学級だより」等に制度を記載

前年度の3月 6月初旬 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ 前年度の3月 4月 有 申請月の翌月の1日付で,随時認定 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○
全保護者向けにチラシを配布

前年度の12
月 4月 有 申請のあった翌月 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○

要・準要保護児童生徒の保護者に通知

前年度の3月 4月 有 随時 ○ 14,780 ○ 19,900

○ ○ 前年度の3月 6月初旬 有 申請に応じて追加認定 ○ 15,200 ○ 20,470

○ ○ ○ 前年度の3月 5月中旬 有
時期は特に決めておらず,申請があ
れば随時認定を行う ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ 前年度の3月 5月中旬 有
随時認定。認定月は申請日の翌月
から。 ○ 15,200 ○ 20,470

○ ○ ○ 前年度の3月 4月 有 申請を受け付けた月から認定される ○ 11,100 ○ 19,900

○ ○ ○ ○ その他 随時 5月下旬 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ 前年度の2月 4月 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○

那智勝浦町ＨＰの暮らしの情報　学校教育に掲載

前年度の2月 6月下旬 有 随時 ○ 11,100 ○ 19,900

○ ○ ○
前年度の12
月 4月 有 平成28年10月 ○ 14,780 ○ 19,900

○ ○ 前年度の3月 4月 有 随時 ○ 12,000 ○ 15,000

○
前年度の12
月 4月 有 随時 ○ 14,780 ○ 19,900

○ ○ ○ その他 特に定めていない 4月 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ その他 就学援助要綱改正の際 2月 有

新入学生の認定審査は５月に行い,
否認定者については,再度６月に認
定審査を行う。それ以外は,随時認
定審査を行っている。

学用品費【基準】 【認定】 体育実技用具費 新入学児童生徒学用品費等

Ⅲ　平成28年度準要保護就学援助額

小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

（１）項目毎の援助額

Ⅱ　就学援助制度の実施について

貴市区町村における就学援助制度の周知方法(複数回答） 就学援助の認定時期等

就学援助制度の周知方法
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現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

0 0 0 0 0 0 22 22 0 2 2 0 0 0 0 1 1 1 15 15 0 8 8 8 5 5 2 1 1 0 9 9 9 13 13 0 4 4 0 12 12 12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

○ 1,300 ○ 21,190 19,646 ○ 1,240

○ 2,230 ○ 21,490 21,490 ○ 1,570 ○ 3,620 3,620

○ 2,230 ○ 0 ○ 24,648 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 2,942

○ 2,230 ○ 21,490 21,190 ○ 1,570 ○ 3,620 3,570

○ 2,230 ○ 21,490 21,490 ○ 1,570 ○ 3,620 1,460

○ 2,230 ○ 21,490 ○ 1,570 ○ 3,620

○ 40,000 ○ 3,470 2,000

○ 2,230 ○ 21,490 21,490 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 3,620

○ 2,160 ○ 20,600 20,600 ○ 1,510 1,510

○ 2,230 ○ 20,880 19,500 ○ 1,550 1,000 ○ 3,570 1,000

○ 2,230 ○ 25,000 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 2,800 ○ 2,710

○ 2,230 ○ 24,440 ○ 1,570 ○ 15,255

○ 1,500 ○ ○ 1,000 1,000

○ 2,230 ○ 21,490 21,490 ○ 1,570 1,570

○ 2,230 ○ 0 ○ 21,000 ○ 1,550

○ 2,230 ○ 25,253 ○ 1,707 ○ 4,439

○ 2,230 ○ 28,000 ○ 1,570 ○ 3,800

○ 2,230 ○ 33,000 ○ 1,570 ○ 3,620 1,600

○ 26,000

○ 21,490 ○ 3,620

○ 2,230 ○ ○ 1,570

○ 22,000 ○ 3,570 1,924

○ 2,170 ○ 30,000 ○ 1,510

○ 2,230 ○ 26,856 ○ 1,570

○ 2,230 ○ 35,000 ○ 1,570

○ 2,170 ○ ○ 47,000 ○ 1,510 1,510 ○ 3,470 3,470

○ 48,720 ○ 0

○ 50,000

○ 20,600

○ 2,230 ○ 48,834 ○ 1,570 100 ○ 3,620 0

通学用品費 通学費 修学旅行費 校外活動費(宿泊を伴わないもの) 校外活動費(宿泊を伴うもの) クラブ活動費



和歌山県 和歌山市

和歌山県 海南市

和歌山県 橋本市

和歌山県 有田市

和歌山県 御坊市

和歌山県 田辺市

和歌山県 新宮市

和歌山県 紀の川市

和歌山県 岩出市

和歌山県 紀美野町

和歌山県 かつらぎ町

和歌山県 九度山町

和歌山県 高野町

和歌山県 湯浅町

和歌山県 広川町

和歌山県 有田川町

和歌山県 美浜町

和歌山県 日高町

和歌山県 由良町

和歌山県 印南町

和歌山県 みなべ町

和歌山県 日高川町

和歌山県 白浜町

和歌山県 上富田町

和歌山県 すさみ町

和歌山県 那智勝浦町

和歌山県 太地町

和歌山県 古座川町

和歌山県 北山村

和歌山県 串本町

和歌山県

御坊市日高
川町中学校
組合

該当団体数

都道府県 市町村名

（２）補足事項　その他に○をした場合,費目毎の援助額の内容。その他補足事項

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

修学旅行費の支給平均額は,27年度の実績額より算出

○ 4,570 19 ○ 3,380 615

修学旅行費,校外活動費(宿泊を伴うもの）の支給平均額については2７年度実績

校外活動費に関しては平成27年度実績平均

通学用品費及び校外活動費（宿泊なし）は,学用品費とともに給付している。（併せて１４，７８０円）

○ 4,570 ○ 3,380

校外活動費（宿泊を伴わないもの）1570円小学校１年生～５年生（80％）
校外活動費（宿泊を伴うもの）２８００円小学５年生（8％）

校外活動費（宿泊を伴うもの）については隔年実施のため平成２７年度実績の金額を記入（平成２８年度は活動無し）

◆修学旅行費は保護者負担額１０，０００円を超えた実費額。

○ 3,380 3,380

○ 2,752
実費支払分は平成27年度実績額

学用品費1年生は12,610円,他学年は14,780円支給。

修学旅行費　　1泊　21,180円　　　2泊　26,580円

平成２８年度当初予算に計上した単価を記入

支給平均額は平成28年度予算計上単価
通学費補助は,那智勝浦町遠距離通学費補助要綱に該当する児童に対し定期代等の3/4支給

平成28年度予算に計上した額を記入

生徒会費 PTA会費 家庭学習費（参考書等購入費）



和歌山県 和歌山市

和歌山県 海南市

和歌山県 橋本市

和歌山県 有田市

和歌山県 御坊市

和歌山県 田辺市

和歌山県 新宮市

和歌山県 紀の川市

和歌山県 岩出市

和歌山県 紀美野町

和歌山県 かつらぎ町

和歌山県 九度山町

和歌山県 高野町

和歌山県 湯浅町

和歌山県 広川町

和歌山県 有田川町

和歌山県 美浜町

和歌山県 日高町

和歌山県 由良町

和歌山県 印南町

和歌山県 みなべ町

和歌山県 日高川町

和歌山県 白浜町

和歌山県 上富田町

和歌山県 すさみ町

和歌山県 那智勝浦町

和歌山県 太地町

和歌山県 古座川町

和歌山県 北山村

和歌山県 串本町

和歌山県

御坊市日高
川町中学校
組合

該当団体数

都道府県 市町村名

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

0 0 0 0 0 0 31 31 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 0 0 0 0 0 0 0 24 24 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 15 15 0 9 9 9 6 6 1

○ 13,500 ○ 22,900 ○ 1,300 ○ 57,290 55,139

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 0 ○ 61,708

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 56,989

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 56,678

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590

○ 26,050 ○ 22,900 ○ 70,000

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 57,590

○ 21,600 ○ 22,900 ○ 2,160 ○ 55,700 55,700

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 56,370 56,370

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 58,000

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 58,814

○ 16,600 ○ 20,000 ○ 1,700 ○

○ 22,320 ○ 7,510 7,510 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 54,000

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 60,038

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 69,000

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 69,000

○ 26,050 ○ 22,900 ○ ○ 65,000

○ 26,790 ○ 23,550 ○ 57,590

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 56,670

○ 26,790 ○ 23,550 ○ 66,000

○ 21,700 ○ 22,900 ○ 2,170 ○ 80,000

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 76,305

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 55,000

○ 21,700 ○ 22,900 ○ 2,180 ○ ○ 73,000

○ 26,050 ○ 22,900 ○ 68,863

○ 24,000 ○ 20,000 ○ 70,000

○ 27,340 ○ 22,900 ○ 55,900

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 75,000

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 57,590

通学用品費

（１）費用毎の援助額

学用品費 体育実技用具費 新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費

２．中学校の就学援助の額の単価（一人当たり年間支給額）



和歌山県 和歌山市

和歌山県 海南市

和歌山県 橋本市

和歌山県 有田市

和歌山県 御坊市

和歌山県 田辺市

和歌山県 新宮市

和歌山県 紀の川市

和歌山県 岩出市

和歌山県 紀美野町

和歌山県 かつらぎ町

和歌山県 九度山町

和歌山県 高野町

和歌山県 湯浅町

和歌山県 広川町

和歌山県 有田川町

和歌山県 美浜町

和歌山県 日高町

和歌山県 由良町

和歌山県 印南町

和歌山県 みなべ町

和歌山県 日高川町

和歌山県 白浜町

和歌山県 上富田町

和歌山県 すさみ町

和歌山県 那智勝浦町

和歌山県 太地町

和歌山県 古座川町

和歌山県 北山村

和歌山県 串本町

和歌山県

御坊市日高
川町中学校
組合

該当団体数

都道府県 市町村名

（２）補足事項　その他に○をした場合,費目毎の援助額の内容。その他補足事項

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

1 1 0 8 8 8 14 14 0 2 2 0 13 13 13 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 2 2 2 1 1 0 1 1 0 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

○ 1,800
修学旅行費の支給平均額は,27年度の実績額より算出

○ 2,270 ○ 6,100 6,100

○ 2,270 2,240 ○ 6,100 3,385 ○ 5,450 684 ○ 4,190 979

○ 2,270 ○ 6,100 5,028
修学旅行費,校外活動費(宿泊を伴うもの）の支給平均額については2７年度実績

○ 2,270 ○ 6,100 5,037

校外活動費に関しては平成27年度実績平均

○ 2,270

○ 5,840 2,500
通学用品費及び校外活動費（宿泊なし）は,学用品費とともに給付している。（併せて２６，０５０円）

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 6,100

○ 2,180 2,180

○ 2,240 1,000 ○ 6,010 1,500

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 6,100 ○ 29,600 ○ 5,450 ○ 4,190

校外活動費（宿泊を伴わないもの）2,270円中学2年生（３２％）,
校外活動費（宿泊を伴うもの）6,100円中学1年生（18％）

○ 2,270

○ 1,700 1,700
◆修学旅行費は保護者負担額２０，０００円を超えた実費額。

○ 29,600 29,600 ○ 5,450 240 ○ 4,190 2,400

○ 2,240

○ 2,188 ○ 3,873 ○ 301 ○ 2,890
実費支払分は平成27年度実績額

○ 2,270 ○ 7,400

○ 2,270 ○ 6,100 0

学用品費1年生は23,880円,他学年は26,050円
通学費は町外の中学校に電車で通学する生徒に定期代を支給。

○ 6,100

○ 2,270

○ 6,010 0

○ 2,180
平成２８年度当初予算に計上した単価を記入

○ 2,270

○ 2,270

○ 2,180 2,180 ○ 5,840 5,840

支給平均額は平成28年度予算計上単価
通学費補助は,那智勝浦町遠距離通学費補助要綱に該当する児童に対し定期代等の3/4支給

平成28年度予算に計上した額を記入

○ 2,270 0 ○ 6,100 0

○ 2,270 ○ 6,100 0

校外活動費に関しては平成２７年度実績平均

生徒会費 PTA会費 家庭学習費（参考書等購入費）校外活動費(宿泊を伴うもの) クラブ活動費校外活動費(宿泊を伴わないもの)


